
危危　　　　機機　　　　管管　　　　理理 
 

 

　道には、道民の皆様の生命、身体、財産を、自然災害や事故、事件などの「危機」から守るという基本的

な責務があります。 

　そのためには、実際に「危機」が発生又は差し迫ったときには、的確な「危機管理」がなされなければな

りません。 

　職員全体が日ごろから「危機管理」に対する知識と意識を高め、想定した対策等に沿った迅速な対応を行

う必要があります。 

 

  「「危危機機管管理理」」ととはは 

危機の発生やその急迫の際に行う、被害軽減、拡大防止、復旧のための取組をいいます。 

 

１１　　道道ににおおけけるる危危機機管管理理体体制制 

 

　道では各部局において、その所管する業務に関する危機を想定した「危機管理マニュアル」を整備

しており、これらの危機が迫ったときや危機が発生した場合には、このマニュアルに沿って対応しま

す。 

　また、自然災害や武力攻撃事態などについては、「北海道地域防災計画」や「北海道国民保護計画」

に基づき対応するほか、単独の部局で対応できない事案などは総務部危機対策局が初動にあたるとと

もに、庁内調整を行うなどして対応します。 

　これらのマニュアルや計画を基本に、全部局と全職員で危機管理に取り組みます。 

 

【【危危機機発発生生時時のの対対応応フフロローー図図】】 
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Ａ  危機管理（個別）マニュ Ｂ 「地域防災計画」、「国 Ｃ  その他 （Ａ、Ｂ以外の
   アル整備済みの危機事案 　　民保護計画」に定める    危機事案）

    災害等
・感染症 ・自然災害、大規模事故 ・道民の生命、身体、財産、
・鳥インフルエンザ ・原子力災害  行政運営に重大な被害、 
・大規模停電　　等 ・武力攻撃  損失を与える事案
 　〈138 の事案を想定〉 　　　　　　　　　　等

 
 
 事 各部局担当課   連 携 総務部危機対策局
  　  (情報提供など) 危機対策課、原子力 危機管理連絡会議による調整 
 象 個別事案への対応 安全対策課 （事務局：危機対策局）
     ・Ｂの災害、事態へ ・所管部局が不明なもの 
 へ  の対応 ・単独部で対応できないもの
      　　　　　　　　　　　等
  の 
 　 
  対 
    事　　後　　対　　応 
  応 　 点検、評価　　　　　　　見直し （各部局担当課と危機対策局による検証・確認）
 
 
 
  ○知事等への連絡事項の作成、連絡（直ちに行うこと。） 
 対対 ○事案により、関係部との連携 
 応応 ○対処方針の検討　・防災計画、国民保護計画、危機管理マニュアルによる検討 
 のの 　　　　　　　　　・類似事案との比較検討 
 留留 ○記者会見準備　　・知事コメント作成（関係部との協議、担当部長、副知事の承認）・想定質問の作成 
 意意 ○取材対応　　　　・対策組織名、設置時間、参集職員数等 
 事事 　　　　　　　　　・事案の概要、情報収集の状況 

項項 ○道議会への対応 
○国、国会議員への対応
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２２　　危危機機管管理理のの具具体体例例：：災災害害へへのの対対応応 

 

    危機管理の具体例として、振興局管内において震度４以上の地震や津波、火山の噴火等の災害が発生し

　た場合を考えて見ましょう。 

　　そうした場合、各振興局で作成している連絡系統図により災害に関する情報が伝達されます。皆さんは、

　各所属の配備体制に基づき、災害対応を行うことになります。 

振興局における災害発生時の連絡系統図の例
 
 【防災担当】 
 危機対策室主幹 局長  
  主査（危機対策）  
  危機対策主査付 副局長  

  
  

 地域創生部長  
    　　　【建設管理部】 
 【地域創生部】　 【保健環境部】  　【産業振興部】 
 地域政策課長  保健環境部長 産業振興部長

  
      

  総務課長  保健行政室　　  商工労働観光課長  管理職当番
   　企画総務課長   

     
  総務課主幹  保健環境部  商工労働観光課主幹  建設管理部 
   の連絡系統  の連絡系統 
  課税課長  図による 農務課長  図による

      
    事業税・間税係長  農務課主幹  

    
  納税課長  農改センター所長  

    
  納税課主幹   各支所長

    
 【教育局】  家畜保健衛生所長
                         
 企画総務課長 局長  調整課長  

    
 【高等技術専門学院】  調整課主幹
                            
 庶務課長  学院長  整備課長  

    
 【道立病院】  整備課主幹  

    
 庶務課長 院長   各耕地出張所長
    
　　 森林室管理課長 室長 林務課長  

   
  林務課主幹

  
［危機対策室からの注意事項］                             水産課長  
   
   ※太線は危機対策室から連絡する箇所になります。          水産課主幹  
     連絡があった場合は、本連絡系統により関係機関           
     へ連絡します。                                        水産技術普及指導所長
   ※各職員には、各課等で作成している連絡系統によ          
     り連絡します。                                          

 災害時の非常配備体制
 
【総務班】　　 　　【保健環境班】　 　【産業経済班】　　　 【土木技術班】     【協力班】
 ・保健行政室各課 ・産業振興部各課   
・総務課 ・各地域保健室・支所 ・農業改良普及ｾﾝﾀｰ ・建設管理部各課室 ・教育局 
・課税課 ・食肉衛生検査所 ・家畜保健衛生所 　 ・高等技術専門 
・納税課 ・児童相談室 ・各耕地出張所 ・関係出張所 　学院 
・地域政策課 ・社会福祉課　　　　 ・水産技術普及指導所 　 ・道立病院
・危機対策室 ・環境生活課 ・森林室

   
          各職員は、北海道地域防災計画に基づく各振興局地域災害対策要綱、各部等の災害対応マニュ　

　　　　　アル等の役割分担により災害対応を行う。
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